
生 衛 第 ７ ０ ５ 号 

令和４年１２月２３日 

 

  各保健所長 殿 

 

保健福祉部長 

 

 

公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正について 

 

このことについて、別添のとおり一部改正し、令和４年１２月２３日に公布

し、令和５年４月１日から施行しますので、関係業者への指導について、よろ

しくお願いします。 

なお、岡山県公衆浴場業生活衛生同業組合及び岡山県旅館ホテル生活衛生同

業組合には、別添のとおり通知済であることを申し添えます。 

 

記 

１ 改正の背景 

  令和元年９月１９日及び令和２年１２月１０日付けで、厚生労働省により

示された公衆浴場における衛生等管理要領（「公衆浴場における水質基準等

に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業におけ

る衛生等管理要領」）が改正されたことから、これらの入浴施設の構造設備

と衛生措置の基準について見直しを行ったものです。 

 

２ 主な改正内容 

(1) 構造設備に関する基準の追加 

ア 調節箱を設ける場合は、清掃が容易に行える構造とし、かつ、調節箱

内の温水を塩素系薬剤等により消毒することができる構造とすること。 

イ 原水（原湯の原料に用いる水を除く。）及び原湯は、浴槽水の水面よ

り上の位置から注入される構造とすること。 

ウ 浴槽水を循環させる設備を設けるときは、次のとおりとする。 

(ｱ) 循環ろ過した浴槽水は、浴槽の底部又は底部に近い部分から供給さ



れる構造とすること。 

(ｲ) 浴槽水の消毒に使用する薬剤の注入口は、浴槽水がろ過装置に入る

直前に設けること。 

エ 浴槽に気泡発生装置又はジェット噴射装置を設けるときは、点検、清

掃及び排水が容易に行える構造とすること。 

オ 配管を有する水位計を設ける場合は、配管内を洗浄し、及び消毒する

ことができる構造とすること。 

(2) 衛生措置に関する基準の追加 

ア 気泡発生装置又はジェット噴射装置に使用する浴槽水は、毎日完全に

換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。 

イ オーバーフロー水を再利用しないこと。 

ウ 設備、装置及び配管は、定期的に消毒するとともに、適宜清掃等をす

ること。 

(3) 公衆浴場の男女を混浴させないこととする年齢を、おおむね 10歳以上

からおおむね７歳以上に改める。 

 

※ （１）のア～オ及び（２）のア、イについては既存施設には当分の間適

用しない。 

 

３ 施行日 

  令和５年４月１日 

 

４ 県公報ＵＲＬ 

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/826059_7802600_misc.pdf 
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公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
）

新

旧

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三
略

一
～
三
略

四

原
水
等

原
水
（
原
湯
（
浴
槽
水
を
再
利
用
し
な
い
で
浴
槽
に
直
接
注
入
さ
れ

四

原
水
等

原
水
（
原
湯
（
浴
槽
水
を
再
利
用
し
な
い
で
浴
槽
に
直
接
注
入
さ
れ

る
温
水
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
七
号
及
び
第
四
条
第
一
号
ヨ
に
お
い
て
同
じ

る
温
水
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
原
料
に
用
い

。
）
の
原
料
に
用
い
る
水
及
び
浴
槽
水
の
温
度
を
調
節
す
る
目
的
で
浴
槽
水
を
再

る
水
及
び
浴
槽
水
の
温
度
を
調
節
す
る
目
的
で
浴
槽
水
を
再
利
用
し
な
い
で
浴
槽

利
用
し
な
い
で
浴
槽
に
直
接
注
入
さ
れ
る
水
を
い
う
。
）
、
原
湯
及
び
洗
い
場
の

に
直
接
注
入
さ
れ
る
水
を
い
う
。
）
、
原
湯
及
び
洗
い
場
の
給
水
栓
又
は
給
湯
栓

給
水
栓
又
は
給
湯
栓
か
ら
供
給
さ
れ
る
湯
水
を
い
う
。

か
ら
供
給
さ
れ
る
湯
水
を
い
う
。

五
～
七
略

五
～
七
略

八

調
節
箱

洗
い
場
の
給
湯
栓
か
ら
供
給
さ
れ
る
温
水
の
温
度
を
調
節
す
る
た
め

の
槽
を
い
う
。

（
一
般
公
衆
浴
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
に
関
す
る
基
準
）

（
一
般
公
衆
浴
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
に
関
す
る
基
準)

第
四
条

一
般
公
衆
浴
場
の
営
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
の
基
準
は
、
次

第
四
条

一
般
公
衆
浴
場
の
営
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
の
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

構
造
設
備
に
関
す
る
基
準

一

構
造
設
備
に
関
す
る
基
準

イ
～
ヲ
略

イ
～
ヲ
略

ワ

調
節
箱
を
設
け
る
場
合
は
、
清
掃
が
容
易
に
行
え
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
調

節
箱
内
の
温
水
を
塩
素
系
薬
剤
等
に
よ
り
消
毒
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す

る
こ
と
。

カ

略

ワ

略

カ

浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
設
備
を
設
け
る
場
合
は
、
ヘ
ア
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
（
浴
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槽
水
を
再
利
用
す
る
際
に
浴
槽
水
中
の
毛
髪
そ
の
他
の
比
較
的
大
き
な
異
物
を

捕
集
す
る
網
状
の
装
置
を
い
う
。
）
、
一
時
間
当
た
り
浴
槽
の
容
量
以
上
の
ろ

過
能
力
を
有
す
る
ろ
過
装
置
及
び
浴
槽
水
の
消
毒
設
備
又
は
装
置
を
設
け
る
こ

と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
と
同
等
の
措
置
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ヨ

原
水
（
原
湯
の
原
料
に
用
い
る
水
を
除
く
。
）
及
び
原
湯
は
、
浴
槽
水
の
水

ヨ

浴
槽
に
気
泡
発
生
装
置
又
は
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
装
置
を
設
置
す
る
場
合
は
、
空

面
よ
り
上
の
位
置
か
ら
注
入
さ
れ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

気
取
入
口
に
フ
ィ
ル
タ
ー
等
を
設
け
、
土
ぼ
こ
り
等
が
入
ら
な
い
構
造
と
す
る

こ
と
。

タ

浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
設
備
を
設
け
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ヘ
ア
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
（
浴
槽
水
を
再
利
用
す
る
際
に
浴
槽
水
中
の
毛
髪
そ

(1)
の
他
の
比
較
的
大
き
な
異
物
を
捕
集
す
る
網
状
の
装
置
を
い
う
。
）
、
一
時

間
当
た
り
浴
槽
の
容
量
以
上
の
ろ
過
能
力
を
有
す
る
ろ
過
装
置
及
び
浴
槽
水

の
消
毒
設
備
又
は
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
と
同
等
の
措
置

を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

循
環
ろ
過
し
た
浴
槽
水
は
、
浴
槽
の
底
部
又
は
底
部
に
近
い
部
分
か
ら
供

(2)
給
さ
れ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

浴
槽
水
の
消
毒
に
使
用
す
る
薬
剤
の
注
入
口
は
、
浴
槽
水
が
ろ
過
装
置
に

(3)
入
る
直
前
に
設
け
る
こ
と
。

レ

浴
槽
に
気
泡
発
生
装
置
又
は
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

空
気
取
入
口
に
フ
ィ
ル
タ
ー
等
を
設
け
、
土
ぼ
こ
り
等
が
入
ら
な
い
構
造

(1)
と
す
る
こ
と
。

点
検
、
清
掃
及
び
排
水
が
容
易
に
行
え
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

(2)
ソ
・
ツ
略

タ
・
レ
略

ネ

配
管
を
有
す
る
水
位
計
を
設
け
る
場
合
は
、
配
管
内
を
洗
浄
し
、
及
び
消
毒

す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ナ
～
ム
略

ソ
～
ネ
略
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二

衛
生
措
置
に
関
す
る
基
準

二

衛
生
措
置
に
関
す
る
基
準

イ
～
ハ
略

イ
～
ハ
略

ニ

浴
槽
水
は
、
毎
日
完
全
に
換
水
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
都
度
浴
槽
を
清
掃
す

ニ

浴
槽
水
は
、
毎
日
完
全
に
換
水
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
都
度
浴
槽
を
清
掃
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
循
環
ろ
過
し
、
か
つ
、
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
浴
槽
水

る
こ
と
。
た
だ
し
、
循
環
ろ
過
し
、
か
つ
、
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
浴
槽
水

（
気
泡
発
生
装
置
又
は
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
装
置
に
使
用
す
る
浴
槽
水
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
一
週
間
に
一
回
以
上
定
期
的
に
完
全
に
換
水
す
る
と
と
も
に
、

に
つ
い
て
は
、
一
週
間
に
一
回
以
上
定
期
的
に
完
全
に
換
水
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
都
度
浴
槽
を
清
掃
し
、
及
び
消
毒
す
る
こ
と
。

そ
の
都
度
浴
槽
を
清
掃
し
、
及
び
消
毒
す
る
こ
と
。

ホ
・
ヘ
略

ホ
・
ヘ
略

ト

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
（
浴
槽
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
湯
水
を
い
う
。
）
を
再
利
用

ト

打
た
せ
湯
及
び
シ
ャ
ワ
ー
に
使
用
す
る
湯
水
は
、
循
環
ろ
過
し
た
浴
槽
水
を

し
な
い
こ
と
。

使
用
し
な
い
こ
と
。

チ

設
備
、
装
置
及
び
配
管
は
、
定
期
的
に
消
毒
す
る
と
と
も
に
、
適
宜
清
掃
等

チ

ろ
過
装
置
等
に
よ
り
浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
場
合
は
、
浴
槽
水
の
誤
飲
を
防

を
す
る
こ
と
。

ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

リ
～
タ
略

リ
～
タ
略

レ

お
お
む
ね
七
歳
以
上
の
男
女
を
混
浴
さ
せ
な
い
こ
と
。

レ

お
お
む
ね
十
歳
以
上
の
男
女
を
混
浴
さ
せ
な
い
こ
と
。

ソ
～
ネ
略

ソ
～
ネ
略

（
そ
の
他
の
公
衆
浴
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
に
関
す
る
基
準
）

（
そ
の
他
の
公
衆
浴
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
に
関
す
る
基
準
）

第
五
条

第
二
条
第
二
号
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
公
衆
浴
場
の
営
業

第
五
条

第
二
条
第
二
号
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
公
衆
浴
場
の
営
業

者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

構
造
設
備
に
関
す
る
基
準

一

構
造
設
備
に
関
す
る
基
準

イ
～
ホ
略

イ
～
ホ
略

ヘ

前
条
第
一
号
ロ
、
ニ
、
ホ
、
ト
、
ヌ
、
ワ
及
び
ヨ
か
ら
ム
ま
で
に
掲
げ
る
基

ヘ

前
条
第
一
号
ロ
、
ニ
、
ホ
、
ト
、
ヌ
及
び
カ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に

準
に
よ
る
こ
と
。

よ
る
こ
と
。

二

略

二

略

第
六
条

第
二
条
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
公
衆
浴
場
の
営
業
者
が
講
じ
な
け
れ

第
六
条

第
二
条
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
公
衆
浴
場
の
営
業
者
が
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
措
置
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ば
な
ら
な
い
措
置
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

構
造
設
備
に
関
す
る
基
準

一

構
造
設
備
に
関
す
る
基
準
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イ
～
ホ
略

イ
～
ホ
略

ヘ

第
四
条
第
一
号
ホ
、
ヌ
、
ワ
、
ヨ
及
び
ム
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
。

ヘ

第
四
条
第
一
号
ホ
、
ヌ
及
び
ネ
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
。

二

衛
生
措
置
に
関
す
る
基
準

二

衛
生
措
置
に
関
す
る
基
準

イ
～
ハ
略

イ
～
ハ
略

ニ

第
四
条
第
二
号
イ
、
ロ
、
チ
、
カ
及
び
ソ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
よ

ニ

第
四
条
第
二
号
イ
、
ロ
、
カ
及
び
ソ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ

る
こ
と
。

と
。
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旅
館
業
法
施
行
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
）

新

旧

（
衛
生
措
置
等
の
基
準
）

（
衛
生
措
置
等
の
基
準
）

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
衛
生
措
置
等
の
基
準
は
、

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
衛
生
措
置
等
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三
略

一
～
三
略

四

浴
室
の
衛
生
措
置
等

四

浴
室
の
衛
生
措
置
等

イ

客
室
に
設
け
ら
れ
た
浴
室
の
浴
槽
水
（
浴
槽
内
の
湯
水
を
い
う
。
以
下
こ
の

イ

客
室
に
設
け
ら
れ
た
浴
室
の
浴
槽
水
（
浴
槽
内
の
湯
水
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
客
室
の
使
用

条
及
び
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
客
室
の
使
用

ご
と
に
、
宿
泊
者
が
共
同
し
て
利
用
す
る
浴
室
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
共

ご
と
に
、
宿
泊
者
が
共
同
し
て
利
用
す
る
浴
室
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
共

同
浴
室
」
と
い
う
。
）
の
浴
槽
水
に
つ
い
て
は
毎
日
、
完
全
に
換
水
す
る
と
と

同
浴
室
」
と
い
う
。
）
の
浴
槽
水
に
つ
い
て
は
毎
日
、
完
全
に
換
水
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
都
度
浴
槽
を
清
掃
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
循
環
ろ
過
し
、
か
つ
、

も
に
、
そ
の
都
度
浴
槽
を
清
掃
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
循
環
ろ
過
し
、
か
つ
、

継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
浴
槽
水
（
気
泡
発
生
装
置
又
は
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
装
置

継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
浴
槽
水
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
に
一
回
以
上
定
期
的

に
使
用
す
る
浴
槽
水
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
に
一
回
以
上
定
期
的

に
完
全
に
換
水
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
都
度
浴
槽
を
清
掃
し
、
及
び
消
毒
す
る

に
完
全
に
換
水
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
都
度
浴
槽
を
清
掃
し
、
及
び
消
毒
す
る

こ
と
。

こ
と
。

ロ

共
同
浴
室
の
浴
槽
水
は
、
適
温
に
保
つ
と
と
も
に
、
常
に
満
杯
状
態
に
保
ち

ロ

共
同
浴
室
の
浴
槽
水
は
、
適
温
に
保
つ
と
と
も
に
、
常
に
満
杯
状
態
に
保
ち

、
十
分
に
原
湯
等
（
原
湯
（
浴
槽
水
を
再
利
用
し
な
い
で
浴
槽
に
直
接
注
入
さ

、
十
分
に
原
湯
等
（
原
湯
（
浴
槽
水
を
再
利
用
し
な
い
で
浴
槽
に
直
接
注
入
さ

れ
る
温
水
を
い
う
。
チ
及
び
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

れ
る
温
水
を
い
う
。
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
循
環
ろ
過
し
た
浴
槽
水
を
い

は
循
環
ろ
過
し
た
浴
槽
水
を
い
う
。
ル
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
供
給
す
る
こ
と

う
。
ル
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
り
清
浄
に
保
つ
こ
と
。

に
よ
り
清
浄
に
保
つ
こ
と
。

ハ

循
環
式
浴
槽
（
湯
水
の
使
用
量
を
抑
制
す
る
目
的
で
、
浴
槽
水
を
循
環
さ
せ

ハ

循
環
式
浴
槽
（
湯
水
の
使
用
量
を
抑
制
す
る
目
的
で
、
浴
槽
水
を
循
環
さ
せ

る
構
造
の
浴
槽
を
い
う
。
）
は
、
浴
槽
水
が
あ
る
と
き
は
、
ろ
過
装
置
（
浴
槽

る
構
造
の
浴
槽
を
い
う
。
）
は
、
浴
槽
水
が
あ
る
と
き
は
、
ろ
過
装
置
（
浴
槽

水
を
再
利
用
す
る
た
め
、
浴
槽
水
中
の
微
細
な
粒
子
、
繊
維
等
を
除
去
す
る
装

水
を
再
利
用
す
る
た
め
、
浴
槽
水
中
の
微
細
な
粒
子
、
繊
維
等
を
除
去
す
る
装
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置
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ホ

及
び

に
お
い

置
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

(1)

(3)

て
同
じ
。
）
及
び
消
毒
装
置
を
常
に
作
動
さ
せ
る
こ
と
。

及
び
消
毒
装
置
を
常
に
作
動
さ
せ
る
こ
と
。

ニ

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
（
浴
槽
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
湯
水
を
い
う
。
）
を
再
利
用

ニ

打
た
せ
湯
及
び
シ
ャ
ワ
ー
に
使
用
す
る
湯
水
は
、
循
環
ろ
過
し
た
浴
槽
水
を

し
な
い
こ
と
。

使
用
し
な
い
こ
と
。

ホ

設
備
、
装
置
及
び
配
管
は
、
定
期
的
に
消
毒
す
る
と
と
も
に
、
適
宜
清
掃
等

ホ

ろ
過
装
置
等
に
よ
り
浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
場
合
は
、
浴
槽
水
の
誤
飲
を
防

を
す
る
こ
と
。

ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ
・
ト
略

ヘ
・
ト
略

チ

浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
設
備
を
設
け
る
場
合
は
、
原
水
等
（
原
水
（
原
湯
の

チ

浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
設
備
を
設
け
る
場
合
は
、
原
水
等
（
原
水
（
原
湯
の

原
料
に
用
い
る
水
及
び
浴
槽
水
の
温
度
を
調
節
す
る
目
的
で
浴
槽
水
を
再
利
用

原
料
に
用
い
る
水
及
び
浴
槽
水
の
温
度
を
調
節
す
る
目
的
で
浴
槽
水
を
再
利
用

し
な
い
で
浴
槽
に
直
接
注
入
さ
れ
る
水
を
い
う
。
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に

し
な
い
で
浴
槽
に
直
接
注
入
さ
れ
る
水
を
い
う
。
）
、
原
湯
及
び
洗
い
場
の
給

お
い
て
同
じ
。
）
、
原
湯
及
び
洗
い
場
の
給
水
栓
又
は
給
湯
栓
か
ら
供
給
さ
れ

水
栓
又
は
給
湯
栓
か
ら
供
給
さ
れ
る
湯
水
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

る
湯
水
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
浴
槽
水
の
水
質
検
査

じ
。
）
及
び
浴
槽
水
の
水
質
検
査
を
、
一
年
に
一
回
以
上
行
い
、
そ
の
記
録
を

を
、
一
年
に
一
回
以
上
行
い
、
そ
の
記
録
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し

三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
原
水
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
水
等
に
水

、
原
水
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
水
等
に
水
道
水
等
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二

道
水
等
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に

年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
の
用
に
供
す

規
定
す
る
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
道
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水

る
水
道
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水
道
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る

道
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
簡
易
専
用
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
を
い

簡
易
専
用
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
を
い
う
。
ヨ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み

う
。
ヨ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
使
用
し
て
い
る
場
合
及
び
客
室
の
浴
槽
水

を
使
用
し
て
い
る
場
合
及
び
客
室
の
浴
槽
水
に
つ
い
て
は
当
該
浴
槽
水
を
使
用

に
つ
い
て
は
当
該
浴
槽
水
を
使
用
ご
と
に
完
全
に
換
水
し
て
い
る
場
合
は
、
こ

ご
と
に
完
全
に
換
水
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

リ
～
ソ
略

リ
～
ソ
略

（
構
造
設
備
の
基
準
）

（
構
造
設
備
の
基
準
）

第
六
条

旅
館
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
に

第
六
条

旅
館
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め

お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め

る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
の
施
設
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
の
施
設
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

浴
室
及
び
シ
ャ
ワ
ー
室
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
浴
室
等
」
と
い
う
。
）
を

一

浴
室
及
び
シ
ャ
ワ
ー
室
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
浴
室
等
」
と
い
う
。
）
を

設
け
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
。

設
け
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
。
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イ
・
ロ
略

イ
・
ロ
略

ハ

調
節
箱
（
洗
い
場
の
給
湯
栓
か
ら
供
給
さ
れ
る
温
水
の
温
度
を
調
節
す
る
た

ハ

浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
設
備
を
設
け
る
場
合
は
、
ヘ
ア
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
（
浴

め
の
槽
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
は
、
清
掃

槽
水
を
再
利
用
す
る
際
に
浴
槽
水
中
の
毛
髪
そ
の
他
の
比
較
的
大
き
な
異
物
を

が
容
易
に
行
え
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
調
節
箱
内
の
温
水
を
塩
素
系
薬
剤
等
に

捕
集
す
る
網
状
の
装
置
を
い
う
。
）
、
一
時
間
当
た
り
浴
槽
の
容
量
以
上
の
ろ

よ
り
消
毒
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

過
能
力
を
有
す
る
ろ
過
装
置
及
び
浴
槽
水
の
消
毒
設
備
又
は
装
置
を
設
け
る
こ

と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
と
同
等
の
措
置
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

原
水
（
原
湯
の
原
料
に
用
い
る
水
を
除
く
。
）
及
び
原
湯
は
、
浴
槽
水
の
水

ニ

浴
槽
に
気
泡
発
生
装
置
又
は
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
装
置
を
設
置
す
る
場
合
は
、
空

面
よ
り
上
の
位
置
か
ら
注
入
さ
れ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

気
取
入
口
に
フ
ィ
ル
タ
ー
等
を
設
け
、
土
ぼ
こ
り
等
が
入
ら
な
い
構
造
と
す
る

こ
と
。

ホ

浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
設
備
を
設
け
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ヘ
ア
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
（
浴
槽
水
を
再
利
用
す
る
際
に
浴
槽
水
中
の
毛
髪
そ

(1)
の
他
の
比
較
的
大
き
な
異
物
を
捕
集
す
る
網
状
の
装
置
を
い
う
。
）
、
一
時

間
当
た
り
浴
槽
の
容
量
以
上
の
ろ
過
能
力
を
有
す
る
ろ
過
装
置
及
び
浴
槽
水

の
消
毒
設
備
又
は
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
と
同
等
の
措
置

を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

循
環
ろ
過
し
た
浴
槽
水
は
、
浴
槽
の
底
部
又
は
底
部
に
近
い
部
分
か
ら
供

(2)
給
さ
れ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

浴
槽
水
の
消
毒
に
使
用
す
る
薬
剤
の
注
入
口
は
、
浴
槽
水
が
ろ
過
装
置
に

(3)
入
る
直
前
に
設
け
る
こ
と
。

ヘ

浴
槽
に
気
泡
発
生
装
置
又
は
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

空
気
取
入
口
に
フ
ィ
ル
タ
ー
等
を
設
け
、
土
ぼ
こ
り
等
が
入
ら
な
い
構
造

(1)
と
す
る
こ
と
。

点
検
、
清
掃
及
び
排
水
が
容
易
に
行
え
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

(2)
ト

略

ホ

略

チ

配
管
を
有
す
る
水
位
計
を
設
け
る
場
合
は
、
配
管
内
を
洗
浄
し
、
及
び
消
毒
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す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
・
三
略

二
・
三
略

２
・
３
略

２
・
３
略


